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内
田
久
司
教
授
略
歴
お
よ
び
業
績

私
は
、
大
正
一
五
年
一
二
月
一
六
日
中
国
・
大
連
市
に
生
れ
、
大
連
第
一
・
中
学
校
(
四
年
修
了
)
、
第
三
高
等
学
校
を
経
て
第
二
次
大
戦
末

期
に
東
京
帝
国
大
学
に
入
学
し
た
が
、
病
を
得
て
休
学
、
昭
和
二
六
年
三
月
東
京
大
学
法
学
部
政
治
学
科
を
卒
業
し
た
。
卒
業
後
直
ち
に

東
京
大
学
法
学
部
大
学
院
特
別
研
究
生
に
採
用
さ
れ
、
横
田
喜
三
郎
教
授
の
下
で
国
際
法
を
専
攻
し
た
。
一
一
一
年
の
間
前
期
課
程
を
終
了
後

昭
和
二
九
年
七
月
東
京
都
立
大
学
人
文
学
部
講
師
に
就
任
し
て
国
際
法
を
担
当
、
そ
の
後
同
大
学
に
お
い
て
法
経
学
部
助
教
授
、
法
学
部

教
授
、
評
議
員
を
務
め
た
。
東
京
都
立
大
学
在
職
は
ニ
ニ
年
有
余
に
及
ん
だ
が
、
五
二
年
四
月
東
京
大
学
法
学
部
教
授
に
縛
出
し
て
国
際

組
織
法
講
座
を
担
当
、
在
職
九
年
の
後
、
六
一
年
三
月
間
大
学
を
停
年
退
職
し
た
。
六
二
年
四
月
よ
り
筑
波
大
学
に
勤
務
し
、
国
際
法
を

担
当
し
て
今
日
に
至
っ
て
い
る
。

業
績
は
、
「
拒
否
権
の
起
源
」
(
東
京
都
立
大
学
法
学
会
雑
誌
五
巻
一
号
、
昭
和
三
九
年
)
、
「
国
際
連
盟
と
拒
否
権
問
題
」
(
間
六
巻
二
号
、

昭
和
四
一
年
)
等
一
連
の
拒
否
権
研
究
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
な
国
際
組
織
法
関
係
の
も
の
が
中
心
に
な
る
が
、
拒
否
権
問
題
に
触
発
さ
れ

て
「
平
和
共
存
と
現
代
国
際
法
」
(
高
野
雄
一
一
編
「
現
代
法
と
国
際
社
会
」
、
岩
波
講
座
現
代
法
二
一
巻
、
昭
和
四

O
年
、
所
収
)
、
戸
高
弘
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等
東
西
関
係
に
係
わ
る
も
の
も
少
く
な
い
。
編
著
と
し
て
「
国
際
法
を
学
ぶ
」
(
昭
和
五
二
年
、
有
斐
閣
)
、
「
講
義
国
際
法
」
(
昭
和
五
七

年
、
青
林
書
院
新
社
)
、
「
国
際
法
の
基
本
問
題
」
(
昭
和
六
一
年
、
有
斐
閣
)
等
が
あ
る
。
昭
和
田
七
年
に
は
「
安
全
保
障
理
事
会
の
表
決

に
お
け
る
棄
権
と
欠
席
(
一
)
、
(
二
)
」
(
東
京
都
立
大
学
法
学
会
雑
誌
一

O
巻
一
号
、
一
一
巻
二
号
、
昭
和
四
四
年
、
四
六
年
)
に
よ
っ
て



第
五
回
安
達
峰
一
郎
記
念
賞
(
安
達
峰
一
部
〔
元
常
設
国
際
司
法
裁
判
所
長
〕
記
念
館
)
を
受
賞
し
た
。
筑
波
大
学
在
職
中
の
代
表
作
に

「
侵
略
国
に
対
す
る
条
約
の
効
力
|
ウ
ィ
ー
ン
条
約
法
条
約
第
七
五
条
を
め
ぐ
っ
て
l
」
(
高
野
雄
一
一
輔
、
横
田
先
生
鳩
寿
祝
賀
「
国
際
関

係
法
の
課
題
、
昭
和
六
三
年
、
有
斐
閣
、
所
収
)
が
あ
る
。
こ
れ
ま
で
、
研
究
に
際
し
て
は
、
国
際
法
の
変
動
期
の
さ
な
か
に
あ
っ
て
大

局
観
と
実
証
性
を
見
失
わ
な
い
よ
う
心
掛
け
て
き
た
つ
も
り
で
あ
る
。

こ
の
閥
、
国
際
法
学
会
理
事
・
同
常
務
理
事
、
日
本
国
際
法
協
会
理
事
、
国
際
法
協
会

(
I
L
A
)
国
家
免
除
委
員
会
委
員
、
日
本
学

術
会
議
国
際
関
係
法
学
研
究
連
絡
委
員
会
委
員
、
文
部
省
大
学
設
置
審
議
会
(
大
学
設
置
分
科
会
)
専
門
委
員
、
法
務
省
司
法
試
験
第
二

次
試
験
考
査
委
員
(
国
際
公
法
)
等
を
歴
任
し
た
。

筑
波
大
学
在
勤
は
わ
ず
か
二
年
間
で
あ
っ
た
が
、
自
由
潤
達
な
雰
囲
気
の
下
に
の
び
の
び
と
研
究
す
る
こ
と
が
で
き
、
ま
た
二
名
の
大

学
院
生
の
他
、
国
際
法
I
、
日
の
授
業
を
通
じ
て
数
多
く
の
熱
心
な
学
生
を
前
に
楽
し
く
講
義
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
は
幸
い
で
あ
る
。

こ
こ
数
年
来
体
調
を
崩
し
、
無
理
が
き
か
な
く
な
っ
て
い
る
が
、
今
後
は
健
康
の
回
復
に
努
め
る
と
同
時
に
、
こ
れ
ま
で
の
研
究
教
育
の

成
果
の
集
大
成
を
期
し
て
い
る
。

付
記
編
集
者
の
独
断
に
よ
り
、
異
例
で
は
あ
り
ま
す
が
、
内
田
久
司
先
生
の
略
歴
お
よ
び
業
績
に
つ
い
て
は
、
先
生
か
ら
い
た
だ
い
た
御
原

稿
の
持
味
を
お
伝
え
す
る
べ
く
、
あ
え
て
原
文
の
ま
ま
一
人
称
形
式
で
の
せ
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

角

記
)

内
田
久
司
教
授
略
歴
お
よ
び
業
績




